
処理水噴霧ポンプ等交換工事 発注仕様書 

 

１ 一般事項 

 

⑴ 工 事 名  処理水噴霧ポンプ等交換工事 

 

⑵ 工 事 場 所  東金市外三市町環境クリーンセンター 

 

⑶ 工事完了期限  令和７年３月１９日 

（工事実施日は双方協議のうえ決定するものとする。） 

 

⑷ 適 用  本工事は、本仕様書により実施する。なお、本仕様書に記載のな

い事項については、すべて公益社団法人 全国都市清掃会議発行「廃

棄物処理施設点検補修工事積算要領（令和５年度版）Ⅲ編 点検補

修工事共通仕様書」による。 

 

⑸ 対 象 機 器  ア 処理水噴霧ポンプ（Ｎｏ．１） 

           （ア）メーカー：兵神装備（株） 

（イ）型  式：４ＮＥ３０ＫＭ 

（ウ）機械番号：７９４４０ 

（エ）数  量：１台 

（オ）電動機 

ａ メーカー：住友重機械工業（株） 

             ｂ 型式：ＢＨＨＭ―Ｎ８Ａ 

  ｃ 出力：５．５ｋＷ 

           

           イ 処理水配管 

（ア）材  質：ＳＴＧＰ３７０、Ｓｃｈ４０ 

（イ）口  径：３２Ａ 

 

⑹ 安 全 管 理  工事の実施に当っては、労働安全衛生法及び基発第 401 号の２、

その他の関係法令を遵守し、保護具等の着用を徹底することにより、

労働者のダイオキシン類暴露防止等を図ると共に、事故防止には万

全の注意を払うこと。また、工事期間中においても廃棄物の受入は

随時行っているため、資材搬入及び施工時において必要と認められ



る場合には交通整理員を適切に配置し、搬入車両等の通行に支障を

きたさないようにすること。 

 

⑺ 報 告 書  工事実施状況の写真を添付し、報告書を作成すること。なお、提

出書類については監督職員の指示により作成するものとする。 

 

⑻ 保 証  工事箇所について、引渡し完了後 1 年以内に発生した施工及び材

料上の欠陥によるすべての破損及び故障等は、受注者の負担におい

て速やかに補修を行うこと。 

 

⑼ 申 請 手 続 き  受注者は監督職員の指示のもと、工事に関して必要となる関係機

関等への手続きについて、申請図書等を作成し提出するものとする。 

 

⑽ 組 合 の 協 力  工事に当たり、必要となる場合には電気又は水を使用出来るもの

とする。また、現場仮設事務所及び更衣室、廃材置き場等を設置す

る場合には、監督職員の指示する場所へ設置するものとする。 

 

 ⑾ 廃棄物等の処理  施工により発生した SS 材及び SUS 材等の金属類については洗浄

のうえ、場内指定場所へ運搬すること。その他の廃棄物については、

監督職員へ確認のうえ受注者の責任において処理すること。その際

は、マニフェスト等の適正に廃棄物が処理されていることを確認で

きる書類を提出するものとする。 

 

⑿ 引 渡 し  全ての工事が完了し検査に合格した後に引渡しとなるが、検査前

であっても施設の運転は継続して行うため、作業の完了した機器を

使用する必要が生じた場合には、監督職員が確認の後、受注者の了

解のうえ、部分的に使用することができるものとする。 

 

⒀ そ の 他  この仕様書に定めのない事項により疑義が生じた場合は、双方協

議して定めるものとする。 

  



２ 特記事項 

 

⑴ 工 事 内 容  

ア 処理水噴霧ポンプ（Ｎｏ．１）について、ポンプ本体を交換する。また、部品交換後

に機器を稼働させて試運転を行い、正常に起動することも確認することとする。 

表１ 交換部品 

材料名 型式等 数量 

ポンプ 兵神装備  ４ＮＥ３０ＫＭ １台 

その他必要な部品 １式 

 

 

イ 東金市外三市町環境クリーンセンター内に敷設されている処理水配管の一部を撤

去し、新品と交換する。 

表２ 使用材料表 

材料名 型式等 数量 

鋼管 

・材質：ＳＴＰＧ３７０、Ｓｃｈ４０ 

・口径：３２Ａ 

・定尺：５，５００ｍｍ 

４本 

エルボ ・呼び圧力：２０Ｋ ３個 

フランジ ・呼び圧力：２０Ｋ ８枚 

その他必要な部品 １式 

 


